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当店、代表者が日本交通管理技術協会　日本車両検査協会員と共に

業界の育成になるよう努めさせて頂き尽力致しました。

・・

技能検定実技試験員として講習を受け試験員もさせて頂き
・

厳しい試験に合格した整備士
実務経験と

で　年に１度　自転車整備点
検をし安全点検の証に

を貼る事で

傷害補償と賠償責任補償、被

害者見舞金がセットに
もしもの時に安心をお客様

にお届け出来る　資格が

規定の自転車を

まず　25分間で

規定通りに分解

実技試験実施風景

次に　80分
間で

組立てリム振れ

前後の段調整も

正確に…

バラバラに

TAKETA

が登録した自転車安全整備店

赤色TSマーク付帯保険の補償

賠償責任補償(限度額）

1億円

マークステッカーTS

保険のあっせんが主ではなく安全整備士が安全点検した自転車にサービス的に付く付帯保険です。よく他で別の賠償保険に入っているからTS点検は結構と言われますが　別
の賠償保険に入っている方も　年に１度は、資格者のお店で定期的に安全点検をおすすめし　もしもの時にプラスになる付帯保険とご理解ください。また、他の保険会社で
自転車が整備不良での加害者/被害者での交通事故時の保険金で減額事例もございます。年に１度は、安全整備士が点検整備した自転車で安全安心走行をおすすめ致します！


